
宮城県指定障害福祉サービス事業者，指定障害者支援施設 

及び指定一般相談支援事業者指定申請等実施要綱 

 

（趣旨） 

第１ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という。），「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律施行令」（平成１８年政令第１０号。以下「施行令」という。），「障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則」（平成 

１８年厚生労働省令第１９号。以下「省令」という。）及び「指定障害福祉サービス事

業者等の指定等に関する規則」（平成２５年宮城県規則第５１号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか，申請等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（指定又は指定の更新の申請等） 

第２ 法第３６条第１項，第３８条第１項及び法第５１条の１９第１項又は法第４１条第１

項及び第５１条の２１第１項の規定による申請をしようとする者は，規則第２条に定め

る「指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業

者指定（更新）申請書」（様式第１号）に別表の提出書類の欄に掲げる書類を添えて

知事に，事業開始予定日の前日から起算して，土曜日，日曜日，国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」とい

う。）及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日（土曜日，日曜日及び祝日法によ

る休日を除く。以下「年末年始の休日」という。）を除き１４日前までに提出しなけれ

ばならない。 

２  前項の規定により指定の申請をした者が，法第３６条第３項の各号のいずれにも

該当しないとき（第３８条第３項及び第５１条の１９第２項において，この規定を準用

する場合を含む。）は，知事は指定を行うものとし，別記様式第１号，第２号又は第３

号により申請者にその旨を通知する。 

３  第１項の規定により指定の更新の申請をした者が，法第３６条第３項の各号のい

ずれにも該当しないとき（第３８条第３項及び第５１条の１９第２項において，この規定

を準用する場合を含む。）は，知事は指定の更新を行うものとし，別記様式第１号の

２，第２号の２又は第３号の２により申請者にその旨を通知する。 

 

（指定の変更申請等） 

第３ 第２の規定により指定を受けた者であって，法第３７条第１項及び第３９条第１項

の規定による変更の申請をしようとする者は，規則第３条に定める「指定障害福祉サ

ービス事業者・指定障害者支援施設指定変更申請書」（様式第２号）に別表に掲げ

る書類を添えて知事に提出しなければならない。 



 

（指定の変更届及び指定の廃止届等） 

第４ 第２の規定により指定を受けた者は，別表に掲げる申請書等の記載事項又は届

出事項のうち介護給付費等の算定に係る事項を除く事項を変更しようとするときは，

法第４６条第１項，第３項及び第５１条の２５第１項の規定により，遅滞なく，別表に掲

げる書類のうち変更に係る書類を添えて，規則第４条第１項に定める「指定障害福

祉サービス事業者・指定障害者支援施設指定変更届出書兼障害福祉サービス事

業等変更届出書」（様式第３号）を変更があった日から起算して，土曜日，日曜日，

祝日法による休日及び年末年始の休日を除き１０日以内に知事に提出しなければ

ならない。 

２  第２の規定により指定を受けた者は，別表に掲げる申請書等の記載事項又は届

出事項のうち介護給付費等の算定に係る事項を変更しようとするときは，別表に掲

げる書類のうち変更に係る書類を添えて，別記様式第４号を次のとおり提出しなけ

ればならない。 

(１) 加算等算定する単位が増えるときは，変更がある日の前月の１５日までに知事

に提出しなければならない。 

(２) 加算等算定する単位が減る又は加算が算定されなくなるときは，届出の時期に

関わらず，加算等の単位が減る又は算定されなくなる事実が発生した日から加

算を算定しないものとし，速やかに知事に届出なければならない。 

３  第２の規定により指定を受けた者が，休止した当該障害福祉サービスの事業を再

開したときは，法第４６条第１項及び第５１条の２５第１項の規定により，規則第４条第

１項に定める「指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者再開届出

書兼障害福祉サービス事業等再開届出書」（様式第４号）を再開した日から起算し

て，土曜日，日曜日，祝日法による休日及び年末年始の休日を除き１０日以内に知

事に提出しなければならない。 

４  第２の規定により指定を受けた者が，当該障害福祉サービスの事業を廃止又は

休止しようとするときは，法第４６条第２項及び第５１条の２５第２項の規定により，規

則第４条第２項に定める「指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業

者廃止・休止届出書兼障害福祉サービス事業等廃止等届出書」（様式第５号）に，

省令第３４条の２３第４項第３号又は第３４条の５８第３項第３号に掲げる事項を記載

した書類を添えて，廃止又は休止をする 1月前までに知事に提出しなければならな

い。 

  

（指定の取消し等） 

第５ 知事は第２の規定により指定を受けた者が，法第５０条第１項，法第５１条の２９

第１項の各号に該当する場合においては，当該指定を受けた者に対する指定取り



消し，又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができ

る。 

２  前項の規定により指定の取り消しを行う場合には，知事は別記様式第２７号又は

別記様式第２８号により通知する。 

 

（指定の辞退） 

第６ 第２の規定により指定を受けた者が，法第４７条の規定により指定を辞退する場

合は，規則第５条に定める「指定障害者支援施設指定辞退届出書」（様式第６号）

に，省令第３４条の２６第２項第３号に掲げる事項を記載した書類を添えて，辞退す

る日の３月前までに知事に提出しなければならない。 

 

（受付時間） 

第７ この要綱に規定する知事に提出しなければならない書類の受付時間は，土曜日，

日曜日，祝日法による休日及び年末年始の休日を除く日の，午前８時３０分から午

後５時１５分までとする。ただし，特に必要があると認められる時は，この限りではな

い。 

 

（その他） 

第８ この要綱に定めるもののほか，指定障害福祉サービス事業者，指定障害者支援

施設及び指定一般相談支援事業者の指定申請等に関し必要な事項は，別に定め

る。 

 

附 則 

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成２５年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成２８年２月１日から施行する。 

 

附 則 



この要綱は，平成２８年１１月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成３1年２月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は，平成３1年３月２９日から施行する。 

 


